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８ 施術所調査 

（１）施術所調査の考え方 

規則に基づいた適正な施術、事務処理が行われているかどうかを確認するための調査です。 

概ね５年に１回程度で調査を行う予定ですが、次に該当した場合は、随時行うことがあります。

① 利用者調査等により請求内容に疑義があった場合 

② 被保険者等からの問い合わせがあった場合 

 

（２）調査方法 

① 指定書、料金表（ポスター）の掲示 

② 補助金請求明細書と施術録・領収書（控）との照合 

③ 規則に定める料金徴収の確認 

④ 利用者への施術内容の説明の有無 

⑤ 受療証・印鑑の預かりの有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


